
 

 

 

 

 

 

 

露地栽培による原木しいたけの出荷制限指示について 
（色麻町追加） 

 
 

平成 24 年５月９日付けで原子力災害対策特別措置法第２０条第３項の規定に基づき，原子力災

害対策本部長（内閣総理大臣）から宮城県に対し，色麻町の露地栽培による原木しいたけについて

出荷制限が指示されました。(県内で合計１９市町目の制限指示) 

なお，既に白石市，丸森町等１０市８町の露地栽培による原木しいたけについて，平成 24 年１

月 1６日から 5月 3日までの間、国から該当市町への出荷制限の指示があり継続しています。 

 

１ 宮城県における国の*基準値超過の経過(H24.4月以降)： 原木しいたけ（露地） 

                              (単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg) 

測定年月日 公表月日 市町村 
測 定 値 

(放射性ｾｼｳﾑ合計値) 

*基準値 
(放射性ｾｼｳﾑ合計値) 

H24年 4月 4日 H24年 4月 4日 村田町 350 

100 

H24年 4月 10日 H24年 4月 10日 気仙沼市 
172 
203 

H24年 4月 10日 H24年 4月 10日 南三陸町 209 

H24年 4月 11日 H24年 4月 11日 栗原市 150 

H24年 4月 18日 H24年 4月 18日 石巻市 190 

H24年 4月 19日 H24年 4月 19日 大崎市 680 

H24年 4月 24日 H24年 4月 24日 東松島市 
120 
140 

H24年 4月 24日 H24年 4月 24日 登米市 110 

H24年 4月 26日 H24年 4月 26日 仙台市 
110 
110 

H24年 4月 26日 H24年 4月 26日 名取市 280 

H24年 4月 26日 H24年 4月 26日 加美町 

270 
180 
190 

H24年 5月 2日 H24年 5月 3日 大和町 
180 
140  

H24年 5月 2日 H24年 5月 3日 富谷町 110 

H24年 5月 2日 H24年 5月 3日 川崎町 120 

H24年 5月 7日 H24年 5月 8日 色麻町 180 

                           注）*24年 3月 31日までは暫定規制値  

 

２ 対応状況 

○今回の指示に基づき，色麻町に対し原木しいたけ（露地）の出荷を行わないよう改めて要請した。 

○市場等流通関係者に対し，色麻町産の原木しいたけ(露地)を扱わないよう要請した。 

 ○引き続き，出荷前の検査を徹底し，基準値を超過した生産物が流通しないよう検査に取り組む。 
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３ 県内におけるこれまでの原木しいたけ（露地）の検査結果について 

  

【平成２３年度】 

※１５市町で５２検体の検査を実施し，そのうち６検体が国の暫定規制値を超えている。 

 

 【平成２４年度】 

市町村 検体数 測定結果（放射性ｾｼｳﾑ）  回数･測定日･測定値(ﾍﾞｸﾚﾙ/kg） 

村田町 １ ① 4/ 4 350  

気仙沼市 ３ ① 4/10 172 ② 4/10 203 ③ 4/10 49 

南三陸町 １ ① 4/10 209  

栗原市 １ ① 4/11  150 

石巻市 ２ ① 4/18 190 ② 4/18  69 

大崎市 ２ ① 4/19  87 ②  4/19 680 

東松島市 ２ ① 4/24 120  ② 4/24 140 

登米市 １ ① 4/24 110   

仙台市 ４ ① 4/26 110 ② 4/26  81 ③ 4/26 110 ④ 4/26  85 

名取市 １ ① 4/26 280  

加美町 ４ ① 4/26  31 ② 4/26 270 ③ 4/26 180 ④ 4/26 190 

大和町 ３ ① 5/2  180 ② 5/2  140 ③ 5/2  81 

大衡村 ３ ① 5/2  99 ② 5/2 90 ③ 5/2 93 

富谷町 １ ① 5/2  110  

川崎町 １ ① 5/2  120  

色麻町 １ ① 5/7  180  

計 ３１  

※１６市町で３１検体の検査を実施している。         

※その内、基準を超えた検体は１５市町で２１検体(太字) 


